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修繕に係る工事に要する費用に係る債務引受限度額

（消費税込み）

年度 債務引受限度額

Ｈ１８ 0百万円

Ｈ１９ 0百万円

Ｈ２０ 4百万円

Ｈ２１ 7百万円

Ｈ２２ 2百万円

Ｈ２３ 2百万円

Ｈ２４ 16百万円

Ｈ２５ 0百万円

Ｈ２６ 25百万円

Ｈ２７ 102百万円

Ｈ２８ 250百万円

Ｈ２９ 158百万円

Ｈ３０ 21百万円

Ｒ１ 959百万円

Ｒ２ 271百万円

Ｒ３ 1,224百万円

Ｒ４ 1,171百万円

Ｒ５ 881百万円

Ｒ６ 495百万円

Ｒ７ 256百万円

Ｒ８ 255百万円

Ｒ９ 1,965百万円

Ｒ１０ 101百万円

Ｒ１１ 101百万円

Ｒ１２ 101百万円

Ｒ１３ 101百万円

Ｒ１４ 101百万円

Ｒ１５ 100百万円

Ｒ１６ 100百万円

Ｒ１７ 100百万円

Ｒ１８ 100百万円

Ｒ１９ 99百万円

Ｒ２０ 99百万円

Ｒ２１ 99百万円

Ｒ２２ 99百万円

Ｒ２３ 99百万円

Ｒ２４ 99百万円

Ｒ２５ 99百万円

Ｒ２６ 99百万円

Ｒ２７ 99百万円

Ｒ２８ 99百万円

Ｒ２９ 99百万円

Ｒ３０ 98百万円

（注1）平成１８年度から令和２年度までは実績値を、令和３年度は実績見
込値を記載している。

（注2）上記記載の債務引受限度額については、限度額に残余が生じた場合
は、繰り越しを認めるものとする。


